
柳川市公共建築物個別施設計画策定業務委託に係る公募型プロポー 

ザル実施要領 

 

１ 目的 

  この実施要領は、柳川市公共建築物個別施設計画の策定業務の委託業者を公

募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務概要 

 (1) 業務名 

   柳川市公共建築物個別施設計画策定業務 

 (2) 業務内容及び履行方法 

   別紙「柳川市公共建築物個別施設計画策定業務仕様書」のとおり 

 (3) 委託期間 

   契約締結日から平成３２年３月３１日まで 

 (4) 委託料上限額 

   本業務の委託料の上限額は、１２，９９９，９６０円（消費税及び地方消

費税を含む。）とする。 

 (5) 年度ごとの支払上限額 

  ① 平成３０年度 契約金額の５割以内とする。 

  ② 平成３１年度 ３０年度までの支払済額の残額とする。 

 

３ 提案選定について 

 (1) 担当部署 

   柳川市役所 総務部財政課 管財係 

   〒８３２－８６０１ 柳川市本町８７番地１ 

   ＴＥＬ （直通）０９４４－７７－８４３３ 

   ＦＡＸ  ０９４４－７４－５５２０ 

   Ｅ－mail zaisei@city.yanagawa.lg.jp 

 (2) 提案選定の日程 

このプロポーザルの公募開始から契約までの日程は、次のとおりとする。 

① 説明書交付期間 

手続き開始の公示日から平成３０年５月２８日（月）午後４時まで 

② 参加表明書提出期限 

平成３０年５月２８日（月）午後４時必着 

③ 質疑締切期限 

平成３０年５月３０日（水）午後４時必着 

④ 質疑回答 

平成３０年６月５日（火） 

⑤ 技術提案書及び見積書の提出期限 

mailto:zaisei@city.yanagawa.lg.jp


平成３０年６月１１日（月）午後５時 

⑥ 一次審査（書類審査） 

平成３０年６月１３日（水） 

⑦ 一次審査（書類審査）の結果通知及び参加要請書の送付 

平成３０年６月１４日（木） 

⑧ プレゼンテーション審査の実施 

平成３０年６月２６日（火）予定 

⑨ プレゼンテーション審査の結果（選定又は非選定）通知 

平成３０年６月２８日（木）予定 

⑩ 契約締結 

平成３０年７月上旬頃 

 

４ 提案者の参加資格要件 

技術提案書を提出できる者は、委託業務の実施に必要な能力を有する者で、

次に掲げる全ての要件を満たすものであること。 

(1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該

当しない者であること。 

(2) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更正手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

(3) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立

てがなされている者でないこと。 

(4) 柳川市における平成２９年度の競争入札参加資格者の有資格者名簿に登

録されている者であること。ただし、次の書類を提出した者は、上記に準ず

る資格がある者とみなす。 

  ① 納税証明書 

  ② 商業登記簿謄本又は登記事項証明書 

  ③ 財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書） 

(5) この公告の日から当該業務の技術提案書の提出の日までの間に福岡県知

事及び柳川市長から指名停止等の措置を受けていない者であること。 

(6) 福岡県内に事業所を有する者であること。 

(7) 平成２５年度以降に官公庁発注による同種業務（公共建築物の再配置計画、

公共建築物の個別施設計画、公共建築物の長寿命化計画及び公共建築物マネ

ジメント計画の策定）又は関連業務（公共施設等総合管理計画策定、公共施

設白書策定及び策定固定資産台帳整備）の受注実績があること。 

(8) 申込みをしようとする法人及びその役員並びに個人が、暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規

定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）若しくは同条第２号に規定す

る暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難され

る関係を有する者でないこと又はそれらの利益となる活動を行う団体でない



こと。 

 

５ 説明書の交付について 

 (1) 交付場所 

   ３（１）に記載する担当部署（財政課管財係）において交付する。 

 (2) 交付期間 

   手続き開始の公示日から平成３０年５月２８日（月）午後４時までとする。

ただし、その時間帯は午前８時３０分から午後５時までとし、市の休日を除

くものとする。 

 (3) 説明書の内容 

  ① 柳川市公共建築物個別施設計画策定業務委託に係る公募型プロポーザル

実施要領（本書） 

② 柳川市公共建築物個別施設計画策定業務仕様書 

③ その他本書に関する各種提出様式 

(4) その他本市ホームページにおいても説明書を掲載する。 

 

６ 参加表明書の提出 

プロポーザルの参加意思確認のため、参加表明書（様式第１号）を次のとお

り提出すること。 

なお、この書類の提出がなかった者については、このプロポーザルへの参加

を認めない。また、参加表明書提出後のいかなる時期においても参加を辞退す

ることは可能とし、辞退したことによる不利益な取り扱いは行わない。 

(1) 提出方法 

３（１）に記載する担当部署（財政課管財係）に、持参又は郵送するもの

とする。なお、郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。 

(2) 提出締切 

   平成３０年５月２８日（月）午後４時とする。 

なお、郵送の場合は期限までに必着すること。 

 

７ プロポーザルに関する質疑 

 (1) 質疑方法 

   質疑については、文書、ＦＡＸ又は電子メールで、３（１）に記載する担

当部署（財政課管財係）に提出すること。ＦＡＸ又は電子メールで送付した

場合は、電話により着信確認をすること。 

 (2) 質疑の締切り 

平成３０年５月３０日（水）午後４時とする。 

なお、締切りを過ぎた問い合わせには、回答しない。 

 (3) 質疑書の様式 

   別紙「質問書（様式第２号）」のとおり 



 (4) 質疑に対する回答について 

   質疑の回答については、参加表明書を提出した者に、平成３０年６月５日

（火）にＦＡＸで送付する。なお、ＦＡＸを受信した際は電話により受信報

告を行うこと。 

 

８ 技術提案書等の提出について 

 (1) 提出方法等 

① 技術提案書及び見積書は書類による提出とし、直接持参とする。（郵便

等は、受け付けない。） 

② 受付場所は、３（１）に記載する担当部署（財政課管財係）とする。 

③ 受付期限は、平成３０年６月１１日（月）とし、期限を過ぎた場合は辞

退したものとみなす。 

④ 提案は１社につき１提案とする。 

 (2) 技術提案書等の提出書類及び提出部数について 

技術提案書等は、次の表のとおり提出するものとする。 

なお、受領後の技術提案書等の加筆修正や差し替え等は不可とする。 

提出書類 備 考 部数 

技術提案書等の提出について 様式第３号 １部 

技術提案書 表紙 任意様式。応募者名などを記入す

ること。 

７部 

技術提案内容 ４（１）の提案項目に基づき作成

すること。カラー両面印刷とする。 

会社概要 様式第４号 

同種業務等の履行実績 様式第５号 

配置予定者調書 様式第６号の１及び２ 

業務の実施体制 様式第７号 

記載事実が確認できる

書類等の写し 

同種業務の履行実績（契約書）や

配置予定者の資格が確認できる書

類の写しを添付する。 

暴力団排除に関する誓約書 様式第８号 １部 

見積書 任意様式とする。 １部 

 

９ 技術提案内容の作成要領 

(1) 技術提案内容の提案項目 

技術提案書は、別紙「柳川市公共建築物個別施設計画策定業務仕様書」の

要求を踏まえたうえで、下表「提案項目」欄に掲げる項目について提案の主

旨を明確にまとめること。なお、各業務に対し、本市職員と貴社の作業分担



について明記すること。 

提 案 項 目 記載すべき事項 

提案概要 本事業の受託に関する提案概要、特長、取組方針など 

個別施設計画策定 

施設カルテの作成方法。劣化状況の調査・診断方法。 

総合評価の実施方法。再配置計画の作成方法。長寿命

化計画の策定方法。効果的な市民意見の反映方法など 

策定体制運営支援 庁内会議等の運営に対する支援内容 

業務実施体制 
人員体制（人数、経験、責任体制など） 

連絡調整の窓口となる部署、氏名 

作業工程スケジュール 各作業の実施時期 

その他 独自の提案や特にアピールしたい事項 

 

(2) 技術提案書の書式等 

  ① 用紙等は、Ａ４判用紙、左綴じ、ワープロ印刷を原則とする。 

  ② 提出する際には、（１）の提案項目順に、ファイル等に綴じること。 

  ③ 技術提案書は、表紙や目次、記載事実が確認できる書類等の写しを除き

２５ページ以内を目安として作成すること。 

 

１０ 見積書の作成要領 

(1) 別紙「柳川市公共建築物個別施設計画策定業務仕様書」に基づき、見積書

を作成すること。 

(2) 見積書様式は、任意とする。年度毎の金額が分かるように記載し、２か年

で実施する全ての経費をできるだけ詳細に記載すること。なお、消費税等は、

現行税率８％で計上すること。（消費税等の税率が変更された場合は、契約

変更を行う。） 

 

１１ 配置予定の担当者の資格、経歴等 

  配置予定の担当者の資格経歴等についての様式は、別添「配置予定者調書（様

式第６号の１及び２）」とし、次の事項について留意し作成すること。 

(1) 業務経験は、技術提案書の提出の日から過去５年以内に完成した業務を対

象とする。 

(2) 他の企業に所属する者を担当者とする場合は、様式第６号の１及び２中③

所属・役職欄に企業名等を記載すること。 

 

１２ 一次審査（書類審査） 

  提出書類に基づき一次審査を実施し、参加資格を満たすと認めたもののうち、

上位４者程度を二次審査の対象者とする。 



なお、見積書の見積り金額については、２（４）の契約金額に記載する予算

額の各年度の内訳を超えた場合は、欠格とする。 

合格した応募者に対しては、平成３０年６月１４日（木）に、一次審査（書

類審査）の結果通知とともにプレゼンテーション審査への参加要請書（日時、

会場等の通知）を送付する。プレゼンテーション審査の実施順番は、技術提案

書の受付順とする。 

 

１３ 二次審査（プレゼンテーション審査） 

一次審査（書類審査）で合格した応募者を対象に、別に定める本市内部のプ

ロポーザル審査委員会において、次の事項に基づき、技術提案書、見積書、プ

レゼンテーション及びヒアリングの内容について審査を行い、候補者を選定す

る。 

なお、審査の詳細については、プロポーザル審査委員会で決定する。 

(1) 審査方法 

① プレゼンテーションは３０分以内とする。 

② プレゼンテーション後に、技術提案書や見積書、プレゼンテーション内

容等についてヒアリング（質疑）を１０分程度行うので応答すること。 

③ ヒアリングでの発言については、技術提案書と同等の取り扱いとする。 

④ プレゼンテーションは、技術提案書の項目内容について個々に提案する

こと。ただし、技術提案書の内容を逸脱しないこと。 

⑤ 出席者は、担当予定技術者を含め５名以内とする。 

⑥ プロジェクターやＰＣ等の必要なＯＡ機器等は各応募者で準備すること。 

⑦ プレゼンテーション用の配布資料については、原則認めない。ただし、

応募者が技術提案書の内容を詳細に説明する必要があると判断した場合は

その配布を可能とするが、単に技術提案内容の不備による追加資料である

場合は、審査の対象とならない。 

(2) プレゼンテーション審査の評価項目等 

   応募者の技術提案書、見積書及びプレゼンテーションに対して予定する評

価項目及び評価の視点は次の表のとおりとする。 

評価項目 評価の視点（配点：各１０点） 

企業評価 

企業経営状況や企業の資格等について、本業務に有効であ

るか。また、適切な人員配置が行われるなど、本業務を円

滑に進める体制が確保されているか。 

実績評価 
企業の同種業務の履行実績及び配置予定者の実績や資格

等について、本業務に有効であるか。 

業務実施方針 

本業務を効果的かつ効率的に遂行する上での基本的な考

え方（方針）が的確であり優れているか。また、実現可能

な提案となっているか。 



業務工程等 

本業務の作業内容を的確に把握したスケジュールであり、

その内容に無理がないか。また、応募者と本市の役割分担

を明確にし、本市での業務が効率よく実現するための作業

手法や作業手順が具体的に示されているか。業務上の問題

点や解決方法等対応策が示されているか。 

計画策定方針 

公共建築物の調査方法や分析・評価方法が具体的かつ適切

か。 

個別計画・再配置計画、長寿命化計画の策定に当たっての

考え方（方針）は的確であり優れているか。 

市民の意見反映 
業務実施に対して住民意見をどのように聴取し、計画に反

映させるか、有効な手段を具体的に示しているか。 

専門性・積極性 

技術的及び財政的な面において専門的な知見を有してい

るか。分析能力は優れているか。また、本業務に対する取

組意欲があり、提案に積極性があるか。 

資料作成能力・

説明能力 

文章表現、図や表、重要事項について分かりやすく整理さ

れているか。また、プレゼンテーションは、分かりやすく

理論的で説得力があるか。質疑応答に対する回答が明確で

あるか。 

その他提案 
その他、業務を遂行するための独自の提案がなされ、それ

らが実施可能であり、有益な提案であるか。 

見積価格 価格の妥当性 

 

(3) 受託者の決定について 

① 二次審査（プレゼンテーション審査）での評価の合計点が最も高い者を

最優秀提案者として選定する。ただし、評価の合計点が配点合計点の６割

を満たさない場合は欠格とする。 

なお、合計点が最も高い者が２者以上いる場合には、見積金額の低い者を

最優秀提案者として選定する。 

② 応募者への最終の選定又は非選定については、その旨を通知する。 

③ 選定した最優秀提案者は、契約候補者とする。 

④ 発注については、契約候補者と本業務の実施内容等について協議を行い、

必要に応じ再度見積書の提出を求め、予定価格の範囲内で随意契約を締結

する。 

⑤ 契約候補者と協議が整わない場合は、次順位以降の候補者と協議を行う。 

⑥ 業務委託契約は、柳川市契約事務規則（平成１７年柳川市規則第４９号）、

柳川市財務規則（平成１７年柳川市規則第４５号）その他の関係法令の規

定に基づくものとする。 

 



１４ その他 

(1) このプロポーザルの応募に要する一切の費用は、応募者の負担とする。 

(2) 参加表明書、技術提案書等の提出物は、一切返却しない。また、本業務以

外には使用しない。 

(3) 本業務の受託者選定に関する資料や選定結果は、公正性、透明性及び客観

性を期すため公開することがある。ただし、選定結果の公開を理由とした他

者の提出物の閲覧は、許可しない。 

(4) 審査結果に関する質問及び異議申立ては、受け付けない。 

(5) 公平な選定を行うため、本業務の契約締結が終了するまでは、このプロポ

ーザルに関する本市職員への営業活動及び来庁は控えること。 


